
 

 

八千代市観光・体験農業の展開に向けた環境の整備等に関する基準を次のよ

うに定める。  
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八千代市長 服 部 友 則  

  

八千代市観光・体験農業の展開に向けた環境の整備等に関する基準 

目次  

 第１章 総則（第１条－第３条）  

 第２章 直売所（第４条－第８条）  

 第３章 農家レストラン（第９条－第１３条）  

 第４章 農業体験施設（第１４条－第１８条）  

 第５章 補則（第１９条）  

 附則  

   第１章 総則 

 （趣旨）  

第１条 この基準は，都市農業振興基本法（平成２７年法律第１４号。以下「

法」という。）第１０条第１項に基づき定めた地方計画である「八千代市第

２次農業振興計画」（令和３年３月１日付け農第２１９２号）のⅣの方針１

の施策４第１号エに基づき，千葉県開発審査会提案基準（昭和４６年３月１

日付け宅第１３５号。以下「提案基準」という。）の基準番号４４の項基準

内容の欄中第１項第１号に規定する市町村が作成する直売所の整備に関する

必要な施策，第２項第１号に規定する市町村が作成する農業等を営む者と食

事の提供を行う事業者との連携の促進に関する必要な施策及び第３項第１号

に規定する市町村が作成する農作業を体験することができる環境の整備に関

する必要な施策に定めるべき当該施設の整備等に係る規模の基準その他の必

要な事項を定めるものとする。  

 （都市農業の区域） 

第２条 この基準の対象となる法第２条に規定する都市農業は，市内（農山漁

村の活性化のための定住及び地域間交流の促進に関する法律（平成１９年法



 

 

律第４８号）その他の法令に基づき定める区域であって，都市農業が行われ

る区域に含まれると当該法令の執行等に支障があると市長が認める区域を除

く。）で行われる全ての農業とする。  

 （一般的基準）  

第３条 第１条に規定する施設の設置予定者並びに当該施設に係る予定建築物

の敷地の面積及び予定建築物の延べ面積，構造等は，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）その他の関係法令の基準を満たし，かつ，次章から第４

章までに定める基準をそれぞれ満たしたものでなければならない。 

   第２章 直売所 

 （直売所の設置者） 

第４条 提案基準の基準番号４４の項基準内容の欄第１項に規定する直売所（

以下単に「直売所」という。）の設置者は，次のいずれかに該当する者とす

る。  

 ⑴ 市町村又は市町村が出資している法人 

 ⑵ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第４条に規定する農業協

同組合  

 ⑶ ３人以上の農業従事者が構成員である団体（農地法（昭和２７年法律第

２２９号）第２条第３項に規定する農地所有適格法人及び農業協同組合法

第７２条の３２第１項の規定により設立された農事組合法人を含み，農業

振興を目的とした国，県又は市町村の補助事業により直売所を設置しよう

とする団体で，当該補助事業の実施について当該国，県又は市町村と調整

を了したものに限る。）  

 ⑷ 前各号に定める者に類するものとして市長が認めた者  

 （直売所の設置目的）  

第５条 直売所の設置目的は，市内の農産物の消費を促進し，及び観光・体験

農業の展開に資するものでなければならない。  

 （直売所の販売対象）  

第６条 直売所の販売の対象となるものは，当該直売所の設置に係る区域及び

その周辺の区域で生産された農産物（その加工品を含む。）並びに仕入品と

する。この場合において，仕入品の販売額は，直売所における総販売額の２  



 

 

割以内となるよう努めなければならない。 

２ 前項の直売所の設置に係る区域及びその周辺の区域で生産された農産物に

該当するか否かの判断は，予定される販売品目の収穫地，販売量等を参考と

して行うものとする。 

 （直売所の敷地面積）  

第７条 直売所の敷地の面積は，５００平方メートル以上とする。 

 （直売所の延べ面積等） 

第８条 直売所の延べ面積は，１５０平方メートル以上１，５００平方メート

ル未満の範囲とする。 

２ 直売所は，原則として平屋建てとする。 

   第３章 農家レストラン  

 （農家レストランの設置者）  

第９条 提案基準の基準番号４４の項基準内容の欄第２項に規定するレストラ

ン（以下「農家レストラン」という。）の設置者は，次のいずれかに該当す

る者とする。  

 ⑴ 農業者（農地法第５２条の２第１項に規定する農地台帳（八千代市農業

委員会が作成したものに限る。）に記載されている個人であって農地を所

有し，若しくは貸借しているもの又はそれらの世帯員をいう。以下同じ。

）  

 ⑵ 農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人  

 ⑶ 農業協同組合法第４条に規定する農業協同組合  

 ⑷ 前各号に定める者に類するものとして市長が認めた者  

 （農家レストランの設置目的） 

第１０条 農家レストランの設置目的は，市内の農産物の消費を促進し，及び

観光・体験農業の展開に資するものでなければならない。  

（農家レストランの営業内容）  

第１１条 農家レストランは，当該農家レストランの設置者自らが生産する農  

畜産物又は市内で生産される農畜作物を主たる材料として量的又は金額的に

５割以上使用して営業するものとする。  

 （農家レストランの敷地面積） 



 

 

第１２条 農家レストランの敷地の面積は，５００平方メートル未満とする。  

ただし，既存の建物の用途変更により農家レストランを設置する場合は，こ

の限りでない。  

 （直売所の延べ面積等） 

第１３条 農家レストランの延べ面積は，１５０平方メートル以下とする。 

２ 農家レストランは，平屋建てとする。ただし，既存の建物の用途変更によ

り農家レストランを設置する場合は，この限りでない。  

   第４章 農業体験施設  

（農業体験施設の設置者） 

第１４条 提案基準の基準番号４４の項基準内容の欄第３項に規定する体験施

設（以下「農業体験施設」という。）の設置者は，次のいずれかに該当する

者とする。  

 ⑴ 農業者  

 ⑵ 農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人  

 ⑶ 農業協同組合法第４条に規定する農業協同組合  

 ⑷ 前各号に定める者に類するものとして市長が認めた者  

 （農業体験施設の設置目的）  

第１５条 農業体験施設の設置目的は，市内の観光・体験農業の展開に資する

ものでなければならない。 

（農業体験施設の内容）  

第１６条 農業体験施設の内容は，前条に規定する市内の観光・体験農業の展

開に資する事業の用に供される農地に附帯して設置される農機具収納施設，

休憩施設その他の当該農地の保全又は利用上必要な施設とする。 

 （農業体験施設の設置区域）  

第１７条 農業体験施設は，市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号）第

４条第１項各号に掲げる要件に該当する区域に設置するものとする。ただし，  

市長が特に必要と認めるときは，この限りでない。  

（農業体験施設の用途及び規模等の基準） 

第１８条 農業体験施設に次に掲げる用途の施設を設ける場合におけるこれら

の規模等の基準は，当該農地の面積及び利用者の利便の観点からみて妥当な  



 

 

規模であることとする。  

 ⑴ 休憩施設  

 ⑵ トイレ  

 ⑶ 簡易宿泊施設 

 ⑷ 農作業講習施設 

 ⑸ 更衣所  

 ⑹ 管理事務所，管理人詰所，管理用具置場及びごみ処理場  

 ⑺ その他千葉県開発審査会の議を経る必要がある施設  

２ 前項の妥当な規模の判断に当たっては，同項各号に規定する施設の機能を

代替できる施設が周辺に存在する場合はこれらを参酌するものとする。  

   第５章 補則 

 （委任）  

第１９条 この基準の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。  

   附 則  

 この基準は，令和６年２月２９日から施行する。  


